
一定の労働時間以外の負荷要因

脳・心臓疾患の労災認定基準 改正に関する４つのポイント
脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。

事業主・労働者の皆さまは、ご不明な点がありましたら最寄りの窓口までご相談ください。

【改正前】

発症前１か月におおむね100時間または発症前２か月間ないし６か月間にわたって、

１か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係

が強いと評価できることを示していました。

【改正後】

上記の時間に至らなかった場合も、これに近い時間外労働を行った場合には、「労働時

間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できるこ

とを明確にしました。
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勤務時間の不規則性

拘束時間の長い勤務

休日のない連続勤務

勤務間インターバルが短い勤務
※「勤務間インターバル」とは、終業から次の勤務の

始業までをいいます

不規則な勤務・交替制勤務・深夜勤務

事業場外における

移動を伴う業務

出張の多い業務

その他事業場外における移動を伴う業務

心理的負荷を伴う業務 ※改正前の「精神的緊張を伴う業務」の内容を拡充しました

身体的負荷を伴う業務

作業環境
※長期間の過重業務では付加的に評価

温度環境

騒音

労働時間以外の負荷要因の見直しを行い、赤字の項目を新たに追加しました。

１
長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の

負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化しました

労働時間

発症前１か月間に100時間

または

２～６か月間平均で月80時間を超える時間外労働

の水準には至らないがこれに近い時間外労働
業務と発症との

関連が強いと評価

２
長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因

を見直しました

都道府県労働局・労働基準監督署



短期間の

過重業務

発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合

発症前おおむね１週間継続して、深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行うなど

過度の長時間労働が認められる場合

異常な

出来事

業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合

事故の発生に伴って著しい身体的、精神的負荷のかかる救助活動や事故処

理に携わった場合

生命の危険を感じさせるような事故や対人トラブルを体験した場合

著しい身体的負荷を伴う消火作業、人力での除雪作業、身体訓練、走行等

を行った場合

著しく暑熱な作業環境下で水分補給が阻害される状態や著しく寒冷な作業

環境下での作業、温度差のある場所への頻回な出入りを行った場合

(R３.９）

【以下の点はこれまでと変更ありません】

・「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」により業務の過重性

を評価すること

・「長期間の過重業務」について、発症前１か月におおむね100時間または発症前２か月間

ないし６か月間にわたって、１か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、

業務と発症との関連性が強いと評価できること

業務と発症との関連性が強いと判断できる場合として、以下の例を示しました。

３
短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が

強いと判断できる場合を明確化しました

４ 対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加しました

【改正前】

不整脈が一義的な原因となった心不全症状等は、対象疾病の「心停止（心臓性突然死

を含む）」に含めて取り扱っていました。

【改正後】

心不全は心停止とは異なる病態のため、新たな対象疾病として「重篤な心不全」を

追加しました。「重篤な心不全」には、不整脈によるものも含みます。

最寄りの都道府県労働局または労働基準監督署にご相談ください。

労災認定の請求に関する詳しい情報・お問い合わせ

脳・心臓疾患の労災補償について

（厚生労働省のホームページ）
全国の労働基準監督署 一覧

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/090316_00006.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

